
地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会(第12回)

議事次第

日 時 平成27年3月13日(金)

17時40分～18時30分

場 所 総務省80 1会議室

議事

１ 開会

２ 報告事項について

３ 意見交換

４ その他



資料１

給与制度の総合的見直し
の取組状況について



給与制度の総合的見直しに関する取組状況 

平成 27年１月１日時点 

平成 27年４月１日から実施予定の団体数 

（条例議決済み又は平成 27 年２月～３月議会へ条例提出予定の団体を含む。） 

○都道府県 42／47 団体（89.4％） 

※給与水準等から見て既に見直しの趣旨に沿っているとしている団体を含む。 

○指定都市 ３／20 団体（15.0％） 

※給与制度の総合的見直しに関して人事委員会勧告を行った団体：３団体 

※給与制度の総合的見直しに関する勧告を見送った 17 団体のうち、公務員給与の

取扱方針の閣議決定（平成 26年 10 月７日）より前に人事委員会勧告が行われ

た団体が 14団体 

○市区町村 1,190 団体／1,721 団体（69.1％） 

○合計 1,235 団体／1,788 団体（69.1％） 

H27.4.1施行 それ以降

25 17 42 42 0 2 3

53.2% 36.2% 89.4% 89.4% 0.0% 4.3% 6.4%

3 1 4 3 1 16 0

15.0% 5.0% 20.0% 15.0% 5.0% 80.0% 0.0%

450 746 1,196 1,190 6 474 51

26.1% 43.3% 69.5% 69.1% 0.3% 27.5% 3.0%

478 764 1,242 1,235 7 492 54

26.7% 42.7% 69.5% 69.1% 0.4% 27.5% 3.0%

各団体の給料表の見直し状況

検討中
ｃ

予定なし
d

施 行 時 期

指定都市 20

小計
a＋b

市区町村 1,721

合計 1,788

団体区分 団体数

県 47

議決済み
a

協議中等
b

a「議決済み」：給料表の見直しに関する条例が既に議決されている場合 

(※給与水準等から見て既に見直しの趣旨に沿っているとしている団体を含む。) 

b「協議中等」：給料表の見直しを行う方針を 執行部側で決定 しており、条例案の提出に向けて準 

備中の場合、又は、給料表の見直しを行う方向で職員団体と協議中の場合 

c「検討中」:執行部側において対応方針を検討中であるが未決定 の場合又は今後検討を予定して 

いる場合 

d「予定なし」：執行部側において給料表の見直しを行わないことを決定している場合 
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資料２
地域手当について



今回の地域手当の見直しに関する 

個別の地方団体の意見

○地域手当の指定基準が３％、６％、10％、12％という粗い刻みと

なっており、切り捨ての部分が多いことを考慮すべきではないか。 

○支給団体に囲まれた非支給地もあるなど、近隣団体との地域手当

の支給割合の格差が大きい場合もあることから、何らかの配慮が

できないか。

○地域手当について、生活圏や経済圏を考慮した設定ができないか。 

○賃金指数による指定が５万人以上の市とされていることから、町

村は民間賃金が高い地域であっても地域手当の対象とならない一

方、大都市に通う人が多い町村は、パーソントリップ補正により

地域手当の対象となっており、バランスを欠くのではないか。

○同一の職務でありながら２０％もの差をつけることが適当か。

○地域間の給与差が大きくなると優秀な人材の確保ができなくなる

のではないか。

○東京 23区への通勤圏にある地域の場合、地域手当の支給割合が高

い東京に人材が集まってしまい、東京一極集中につながるのでは

ないか。

○社会経済状況の変化に対応するため１０年ごととされている見直

しについて、より短い期間での見直しとすべきでないか。

など 

報告書資料１１
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地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会報告書（平成 26年 12月）（抄） 

８．今後に向けた課題 

（４）地域手当のあり方 

地域手当については、地方公務員給与においても人事院が作成した基準にのっとって

支給地域・支給割合を定めることが原則と考えられる（資料９、10）。 

しかしながら、地方団体等からは、地域手当の指定状況が必ずしもそれぞれの地域

の実情を適切に反映していないのではないかとの声があり、例えば、地域手当の指定

方法、近隣団体間での格差拡大への対応、地域の一体性を考慮した市町村に対する補

正のあり方、級地区分ごとの支給割合の差の幅に対する疑問、支給地域等の見直し期

間などについて様々な意見がある（資料 11）。 

これらの意見に関し、地域手当の指定については、専門的な第三者機関である人事

院において客観的な統計データに基づいて行われており、その際、民間賃金水準の把

握にあたり経済活動が比較的安定的・継続的に行われている人口規模等を考慮してい

ること、地域の一体性が認められる市町村に対する補正については２段階の級地に格

付けができるよう拡充されていること、支給割合の差の幅については現行制度との継

続性や級地区分の変更による支給割合の低下を避けること等を総合的に勘案して指定

基準が設定されているものと考えられ 、これらのことを踏まえると、現時点でこれと

異なる客観的な基準を設けることは困難であると考えられる。 

したがって、今回の給与制度の総合的見直しでは原則として国の基準にのっとった

見直しを行うことが必要であるが、今後、今回の見直しにおける各地域の実情を十分

に分析し、関係機関と連携しながら地域手当のあり方について将来に向けて研究を行

っていくことが望まれる。 
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中核的な
中核的な

人事院に確認した国の基準

（参考）
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013420
長方形

011716
タイプライターテキスト
平成26年人事院勧告による見直し後の基準



地域手当の支給対象団体数の推移 

１．支給対象地域のある都道府県数の推移 

現行：３０団体 → 見直し後：３２団体

※新潟県と徳島県が新たに追加

２．支給対象地域のある市町村数の推移 

現行：３５９団体 → 見直し後：４０５団体
（２０．６％）   （２３．２％）

見直し後の地域手当支給団体数の内訳

１級地 ２０％ ２３団体 （１.３％） 

２級地 １６％ ２４団体 （１.４％） 

３級地 １５％ ３１団体 （１.８％） 

４級地 １２％ ２３団体 （１.３％） 

５級地 １０％ ５４団体 （３.１％） 

６級地 ６％ １５０団体 （８.６％） 

７級地 ３％ １００団体 （５.７％） 

合計 ４０５団体 （２３.２％） 

（参考）
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